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Ⅰ　問題点の所在

　本稿は、共済事業の金融諸法の問題と運営
法人の役員責任・ガバナンス論について考察
する。その前提として、以下の「共済事業」
の事案を検討する。
　社会福祉法人等の法人または事業所は財政
的・人員的に規模が大きくない場合、当該従
業員・職員に対する福利厚生資金、年金・退
職金等の資金確保が困難であることが少なく
ない。そのため、同一業界内で社団法人・財
団法人または法人格を有する組合を設立す
る。当該社団法人・財団法人または組合が共
済会となり、当該共済会に加盟する法人等の
従業員・職員の毎月の給料から一定額を強制
控除し、共済会が金融機関と契約して投資運
用を行わせる。その運用益を共済会に加入す
る法人等の従業員・職員に退職金支払い、金
銭貸付け、年金支給、各種祝い金等の福利厚
生事業に支出する。

　このような共済事業は、サービス業、社会
福祉介護事業、教育業、小売業等の様々な業
界・業種で見られ、各共済会で数百億円単位
の運用がなされていることも少なくない。
　例えば、「社団（財団）法人○○県社会福
祉事業者共済会」の名称等の法人に、都道府
県の各地域単位に存在する社会福祉介護事業
法人・事業所が出資・資金提供をする。
　当該事業法人・事業所は各都道府県単位だ
けでも数千の法人または事業所があり、数万
人の従業員または職員が働いている。これら
従業員・職員の給料から一定額の天引きをし
て、共済会（以下、「本件共済会」という。）
に掛金として資金を拠出する。本件共済会は
各都道府県に存在するが、地方自治体の運営
ではなく、資金を金融機関に運用させる。し
かし、近年、リスクの高い金融商品に投資が
なされて多額の運用損が生じ、退職金支払い
または年金支給等において、給付金額または
利率の引き下げが多数発生し、最悪には不払
いになっているケースがある。
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　共済事業を行う一般法人は、旧公益法人が
多く、従来は監督官庁（国または都道府県）
の指導下にあったため、法的問題を内包しな
がら、それが顕著化してこなかった側面があ
る。公益法人制度および金融関連諸法の抜本
的改革に伴い、本件共済会の事業運営の見直
しが求められている。とりわけ、共済事業は、
一般法人法および各種組合法の役員責任およ
び開示規制、信託法、貸金業法、保険法・保
険業法、金融商品取引法、出資法、所得税法、
労働基準法に抵触するのではないかが問題と
なっている。
　第１に、一般法人法および法人格を有する
各種組合法の役員責任である。例えば、旧公
益法人は一般社団・財団法人等として、その
役員は対法人責任および対第三者責任を負
い、会社法と類似した規定が少なくない。し
かし、ガバナンス機能の不備であることが多
く、酒販組合事件など多額の運用損が顕在化
した事案以外に、問題となっている法人は多
い。
　第 2に、信託法の適用問題である。受益者
の保護、受託者の監視体制、運用契約のチェ
ック体制、契約の決定過程等がいかなる内容
であり、受益者保護および受託者の利益相反
を排除できているのかが疑問である。
　第 3に、貸金業法の適用問題である。本件
共済会は、加入法人等の従業員または職員に
貸付事業を行っていることが多い。しかし、
貸金業法上の問題として、知事等への登録要
件、純資産の財産要件、貸金業務取扱主任者
の設置義務、返済能力調査義務等の貸付業者
としての行為規制に服する。金融庁は、貸金
業法の適用除外扱いについて、明確な指針を
示していない。なお、本件共済会が公益法人
認定を受ければ、貸金業法の適用除外となる。
　第 4に、保険法・保険業法の適用問題であ
る。共済制度は保険料の徴収に該当し、保険
法・保険業法の適用がなされるのかが問題と
なる。現状では、本件共済会の老齢年金払い
は対象者を会員法人とみて絶対多数ではな

く、「一の企業内共済」として、保険業法の
規制対象とはなっていない。また、保険業法
が適用されない場合、①共済事業の健全性が
確保されないおそれ、②国賠請求ができない、
監督機関の欠如等、実質的賠償・紛争解決の
範囲が狭まるという課題がある。
　社会福祉業界に異業種の大手資本および大
手サービス産業等が参入し、「もはや聖域で
はない」として、保護規制下から独自のガバ
ナンスに基づき共済事業を運営することが求
められている。本稿は、これら問題を中心に
考察する。

Ⅱ　一般法人の役員責任

１　公益法人改革
⑴　公益法人改革関連 3法
　一般法人とは、一般社団法人・一般財団法
人法（以下、「一般法人法」という。）に基づ
き設立登記され、一般社団法人および一般財
団法人からなる（1）。一般法人は、私益目的事
業および公益目的事業（非収益事業）を行う
ことができ、収益事業には課税され、みなし
寄附は認められない。公益目的事業（非収益
事業）を行う一般法人は、一定の審査を経て
公益認定を受け、公益社団法人または公益財
団法人となることができる。法人税法上の収
益事業から生じた所得に対し課税されるが、
公益目的事業には課税されない。法人設立と
公益認定は分離され、公益認定は一般法人設
立の要件ではない。
　2006年 5 月に、公益法人改革関連 3法とし
て、①一般法人法、②公益法人認定法、③整
備法が成立し、2008年12月から施行された。
この結果、民法上の法人規定が大幅に削除さ
れ（民38条～84条）、中間法人法が廃止され
た。従来、許可制により設立を認めていた旧
社団法人・財団法人制度を見直し、事業の公
益性の有無に関らず、設立の登記をすること
により法人格を取得できることとした。これ
が、一般社団法人・一般財団法人（一般法人）
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である（2）。
　公益法人改革では、公益認定要件の実定化
し、統一的判断および明確な基準を定めた。
公益性のある一般法人は、内閣総理大臣また
は知事の認定により、公益社団法人・公益財
団法人（公益法人）となり、税制上の優遇措
置を受けることができる。

⑵　制度改革の意義
　旧法の基づく公益法人は、政府に代わり会
社ではない民間組織が公益増進のために社会
的役割を担うことが期待されながら、本来の
制度趣旨とは異なる運用がなされてきた面が
ある。また、主務官庁に公益性を認められて
いた団体だけが法人格を取得し、法人運営は
主務官庁の立入検査を含め、その監督下にあ
った。このため、法人の設立許可における主
務官庁の裁量権の内容および運営指導の不透
明性などの問題点があった。
　社会経済生活の利便性を向上させ、民間非
営利事業および民間組織の公益活動を促進さ
せるため、公益法人改革 3法が成立し、公益
認定要件の実定化、統一的判断および明確な
基準が定められた。それに伴い、一般法人の
役員責任およびその責任追及ならびにガバナ
ンスのあり方が会社法と類似の規定になっ
た。その経緯は、「公益法人制度の抜本的改
革に関する基本方針」（平成15年 6 月27日閣
議決定）において、つぎのように指摘されて
いる。
　第１に、社団形態の非営利法人制度に対し、
「法人運営の適正化を図るため、理事の法人
又は第三者に対する責任規定、社員による代
表訴訟制度及び法人の財務状況の一般的な開
示制度を設けることにより、株式会社制度と
同程度の自律的なガバナンスを確保する。」
と述べる。
　第 2に、財団形態の非営利法人制度につい
て、「法人運営の適正化を図るため、社団形
態の非営利法人制度の場合と同様、理事の法
人又は第三者に対する責任規定及び法人の財

務状況の一般的な開示制度を設ける。」と述
べる。
　一般法人は、定款自治による運営の自由度
とともに、役員および法人の自己責任が強く
求められている。具体的には、一般法人およ
び公益法人の役員が負う民事責任（対法人責
任、第三者責任）、内部統制システム・不祥
事防止の責任、公益認定取消の責任、ガバナ
ンスのあり方である。

⑶　一般法人等への移行
　公益法人改革において、改正前民法34条に
基づき設立された旧公益法人は（3）、2008年12
月以降、特例民法法人となった。2013年11月
30日までの移行期間中に、特例民法法人は、
一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・
公益財団法人のいずれかに移行手続の申請を
しなければ自動解散とみなされる（整備法46
条 1 項）。一般法人への移行手続は必須であ
るが、別途、審査対象となる公益法人認定の
申請は、各法人の判断による。
　移行期間終了後、特例民法法人24,317法人
（2008年12月時点）のうち、9,050法人（37％）
が新公益法人に、11,679法人（48％）が一般
法人に、3,588法人（15％）が解散または合
併となった。みなし解散となった法人は426
法人である（内閣府調べ「平成25年公益法人
に関する概況」）（4）。

⑷　一般法人の公益認定
　一般法人が公益法人となるためには、公益
認定を受ける必要がある（5）。新規団体は、一
般社団法人・一般財団法人を設立し、事後的
に公益認定の申請をするまたは設立時に公益
認定を受ける（公益法人認定法 4条・ 7条 1
項）。公益認定の審査内容は、対象法人の主
たる目的が、①公益目的事業、②17事業区分
の両要素を満たし、かつ、③対象法人が公益
性の18基準を合致することである。
　第１に、公益目的事業とは、対象法人の主
たる目的が、学術・技芸・慈善等、公益に関
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する23事業（公益法人認定法 2条 4号）に該
当していることである（整備法44条）。これ
ら23事業を「公益目的事業」という（6）。
　第 2 に、17事業区分（チェックポイント）
とは、対象法人の主たる目的が、不特定かつ
多数の者の利益の増進に寄与していることで
ある。不特定かつ多数の者の利益の増進に寄
与しているかのチェックポイントとして、「17
事業区分」が設けられている（7）。これは、公
益認定等ガイドラインによる（8）。
　第 3に、18基準とは、対象法人が公益性の
認定基準（整備法 5条各号）を満たしている
ことである（整備法100条）（9）。これは公益法
人としての適格性を有しているかの判断基準
となる。旧制度では公益性の認定は行政庁の
自由裁量であったが、当該基準を明確にする
ために設けられた（10）。

２ 　役員の義務
⑴　善管注意義務
　一般法人の役員及び会計監査人（以下、「役
員等」という。）は法人に対し委任関係にあ
り（一般法人法64条・172条 1 項）、善管注意
義務を負う。また、社団法人の理事は忠実義
務を負う（一般法人法83条）（11）。
　役員のうち、理事の任務として、①法令・
定款、社員総会の決議の遵守、②理事自身の
利益ではなく、法人利益の追求の遂行、であ
る。監事の任務として、①理事の職務執行の
監査（一般法人法99条・197条）、②不正行為
に対する是正措置などである。他方、会計監
査人の任務として、①計算書類および附属明
細書の監査（一般法人法107条・197条）、②
虚偽記載の防止責任などである。
　任務懈怠となるかどうかの前提として、役
員には様々な義務が課されている。①理事の
報告義務（一般法人法85条・197条）、監事の
報告義務（一般法人法100条・102条）、②善
管注意義務、③競業取引・利益相反取引の規
制、である。
　善管注意義務が問題となる行為は、法令ま

たは定款の遵守違反、運営判断の裁量と逸脱、
役員の監視義務違反、内部統制システムの構
築違反、情報開示違反である。役員は、①役
員の業務執行に関するリスクと損害、②法人
の内部統制・不祥事防止体制のリスクと損害、
③公益認定の取消リスクと損害等について責
任を負う（12）。

⑵　忠実義務
　とりわけ、理事は、法人に対し忠実義務を
負う（一般法人法83条、197条）。その地位お
よび情報等を利用して、法人利益を犠牲にし
て、自己にとり経済的に有利な取引をする可
能性があるためである。それを具体化したの
が、競業取引規制（一般法人法84条・92条・
111条・197条）および利益相反取引規制（一
般法人法84条・111条・197条）である。理事
が競業取引または利益相反取引を行う場合、
法人の承認を必要とする。承認があったとし
ても、法人に損害が生じた場合、役員は善管
注意義務違反として対法人責任を負う。利益
相反取引を実際に行った理事は、法人に損害
が生じた場合、無過失責任を負い（一般法人
法116条）、承認をした理事は、自己に過失が
ないことを立証しなければならない。

３ 　責任追及のあり方
⑴　責任追及の類型
　役員等の責任追及のあり方は、①行為の差
止請求（13）、②損害賠償責任（対法人責任（一
般法人法111）（14）・対第三者責任（一般法人
法117））（15）、③役員等の解任請求および解任
の訴えなどがある。
　社団法人の社員または監事、および財団法
人の評議員は、理事の違法行為に対し差止め
を求めることができる。社団法人では監事設
置法人または監事非設置法人かにより、請求
要件が異なる。
　他方、一般法人および公益社団法人の役員
が個人的に負う対法人または対第三者責任
は、株式会社の役員に対する責任規定と類似
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している。一般法人が公益認定を受けた場合
でも、役員は対法人または対第三者責任を負
う。当該役員の責任は、連帯責任であり（一
般法人法118条・198条）、過失責任を原則と
するが、理事と法人との利益相反取引違反の
場合、取引を行った理事は対法人とは無過失
責任である（一般法人法116条）。

⑵　情報開示責任
　つぎの場合、役員に悪意・重過失がなくて
も、過失が認められれば、損害を被った第三
者に責任を負う（一般法人法117条 2 項・198
条）。①理事が計算書類等に虚偽の記載をす
ること、②理事が基金を引き受ける者を募集
するに際して虚偽の通知をすること、③理事
が虚偽の登記・公告をする、④監事が監査報
告に虚偽の記載をすること、⑤会計監査人が
会計監査報告に虚偽の記載をすること、であ
る（16）。本来、対第三者責任は役員の「悪意・
重過失」が要件であるが、開示義務違反では
役員の「過失」が要件であり、役員の責任は
重い。

⑶　役員責任の意義
　理事、監事、会計監査人、評議員（財団法
人）について、旧公益法人では役員の個人責
任について特別の規定はなかった。その理由
として、例えば、旧公益法人には一定地域で
社会福祉事業等を行う小規模団体もあり、役
員には無報酬でボランティアとして活動して
いることも少なくなかった。このような場合
に、旧公益法人の役員に厳格な責任を負わせ
ることにためらいがあった。また、監督官庁
の指導により、事案解決が図られてきた側面
がある。
　しかし、旧公益法人には全国的に事業を展
開する法人、巨額の資金を運用する法人があ
り、公益法人の健全な運営および発展は公益
増進に深く関わる問題であり、制度が悪用さ
れないためにも、役員の不正行為を抑止し、
責任追及を現実化することが求められるよう

になった。また、名目的に役員として就任し、
監督機能を果たしていない役員に対し、責任
を強化することは社会的要請でもあった。

⑷　社員代表訴訟
　役員の不正行為または任務懈怠により社団
法人に損害が生じながら、法人自身が責任追
及しない場合、法人の社員が当該役員に対し
損害賠償請求の訴えを提起することができる
（一般法人法278条）。訴えが認容された場合、
被告役員は社員ではなく、法人に損害賠償を
しなければならない（17）。社員代表訴訟は会
社法における株主代表訴訟と類似の制度であ
る。行政庁の監督機能の代替的要素を有し、
従来の許可主義から準則主義による新たなガ
バナンスの必要性および自立的で健全な法人
運営の要請から、社員代表訴訟は公益法人改
革により新たに導入された。また、事業活動
において、一定の公益性を有する社団法人の
不適切な運営につき、役員の責任を追及する
市民運動的な発想がある。
　社員代表訴訟が提起される可能性は少なく
ない。その理由として、つぎのことが考えら
れる。第 1に、対象役員は報酬の多寡または
有無に関係なく責任が追及され、役員在任中
の責任が問われるため、役員の不正行為等が
事後的に判明した場合、退任後であっても社
員代表訴訟の被告となりうる。なお、役員責
任の消滅時効は10年である。第 2に、社員が
株式会社等である場合、社団法人の役員の不
正追及をしなければ、当該社員である株式会
社等の役員（取締役）自身が株主から責任追
及されるおそれがある。第 3に、社員が役員
である場合、派閥争いの観点から、社員代表
訴訟が提起される可能性がある。これは、株
式会社においてよく見られる事案である。第
4 に、弁護士費用を除き、一律 1万3,000円
の訴訟手数料（訴状に添付する印紙の額）で
訴えの提起ができる（一般法人法278条 5 項）。
また、訴えを提起した社員が勝訴した場合、
相当と認められる額の弁護士費用を社団法人
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に支払請求ができる（一般法人法282条 1 項）。
そのため、原告の経済的負担が少ない。第 5
に、相続人が当該役員の遺産を相続した場合、
相続人に損害賠償請求の可能性が残る。

⑸　対法人責任の減免
　社団法人および財団法人の役員は、一定の
範囲で対法人責任を免責される。これは、①
責任のリスク軽減、②人材の確保、③責任追
及の濫用防止、④法人の運営安定などの観点
からである。また、公益認定を受けた場合で
も、対法人責任を減免することができる。
　対法人責任の減免方法として、①役員等の
対法人の責任免除、②理事等の対法人の責任
軽減、③最低責任限度額、④定款規定および
理事会決議による責任一部免除と異議、⑤外
部役員等の就任時に責任限定契約の締結、が
ある。
　なお、理事が法人と直接に取引（自己取引）
をして、その結果、法人に損害が生じた場合、
対法人の責任を免除または軽減することはで
きない（一般法人法116・198条）。

Ⅲ　共済制度の概要

１　共済の定義
　共済とは、社会的に地域・職業を同じくす
る者が、団体を形成して組合員となり、各自
に保険料に相当する共済掛金を支払い、共同
の準備金を形成している。共済は組合員（特
定の者）の危険を分散する制度であり、生命
保険、損害保険に類似した保証または補償を
する事業である。共済の給付内容は、例えば、
保険給付（療養費、訪問看護療養費等）、休
業給付、災害給付などがある。

２ 　共済の根拠法
　共済制度は、①共済特別法によらない共済、
②共済特別法による共済、③保険業法により
保険業の免許等が不要とされる共済、に大別
できる。

　第 1 に、共済特別法によらない共済とし
て、①農業協同組合法による農業協同組合
（JA共済）、②消費生活協同組合法による全
国労働者共済生活協同組合連合会（全労済）・
日本コープ共済生活協同組合連合会（COOP
共済）等がある。
　第 2に、共済特別法による共済として、①
農業災害補償法による社団法人全国農業共済
協会、農業共済組合（NOSAI）、②小規模企
業共済法による独立行政法人中小企業基盤整
備機構（小規模企業共済）、③中小規模企業
退職共済法による独立行政法人勤労者退職共
済機構（中小規模企業退職共済；中退共）、
清酒製造業退職金共済（清退共）、④国家公
務員共済組合法による国家公務員共済、⑤地
方公務員共済組合法による地方公務員共済等
がある。
　第 3に、保険業法により保険業の免許等が
不要とされる共済として、①地方公共団体が
住民を相手方に行う共済、②一の企業内の共
済、③一の学校内の共済、④一の労働組合が
組合員を相手方に行う共済、⑤一の地縁団体
が行う共済、⑥公益法人が行う共済（新法人
に移行後は、その規制による）、がある。本
件共済会は、②に該当する扱いである。
　これらに対し、ベルル共済事件および全国
養護福祉会事件は、これら共済に該当しない
無認可共済であった。

３ 　共済事業の具体例
　社会福祉事業法人等が設立している一般法
人共済会（本件共済会）が行う共済事業の内
容を具体例に概観する。

⑴　法人組織の内容
　①法人格は、社団法人または財団法人であ
る。②名称は、例えば、社団法人○○県社会
福祉○○共済会等である。③設立は50年以上
の歴史を有する法人もある。④主務官庁は、
各都道府県庁の福祉関連部署が多い。⑤事務
局は常勤が少なく、他に嘱託職員が数名であ
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る。事務局幹部職員は都道府県庁の幹部職員
が停年後に就任することが多い。⑥共済会の
加入資格（共済会の会員団体）は、社会福祉
法人・特例民法法人・一般法人・公益法人・
医療法人・宗教法人・NPO法人・学校法人・
株式会社、特例有限会社等、多岐にわたる。
これら法人が設立した社会福祉事業法人の職
員の給与から天引きされた掛金が、共済会の
運用資金となっている。⑦前記⑥の職員加入
資格は、例えば、社会福祉法または介護保険
法対象の介護保健施設等に雇用される役職員
等であり、常勤職員か非常勤職員かは各共済
会に差異がある。⑧加入契約法人数（共済会
の会員団体数）は、一つの共済会（通常、都
道府県の各地域単位）で、数百の法人・事業
所から、数千の法人・事業所まであり、各共
済会で異なる。⑨加入職員数は、各共済会で
数千人～数万人が加入し、毎年、 5％～10％
の加入者増である。就業者の増加が要因とな
っている。⑩職員の平均加入年数は 5年から
10年未満が多く、離職率の高さも背景にある。
⑪理事会および評議員会の構成は、加入団体
の関係者が多数を占め、資産運用委員会、共
済制度検討委員会、共済運営委員会等を設け
ている共済会がある。⑫外部監査は未実施が
多数であるが、従来、旧公益法人制度の下で
は、都道府県庁等の監査はあった。

⑵　基金・資産運用
　本件共済会に関し、①基金規模は、各共済
会で数十億～数百億円にのぼる。②基金の外
部委託運用は、指定金銭信託または特定金銭
信託等である。③資産配分は、国内債券、国
内株式、外国債券、外国株式、その他金融商
品に多岐にわたる。④近年の運用実績は年度
および共済会により異なるが、年18％運用益
～15％運用損まで多様である。⑤金融機関へ
の運用報酬は、一つの共済会で年間数千万円
に達する。⑥資産運用のコンサルティング会
社と契約を締結している共済会もあり、資産
運用のコンサルティング料として、年間数

百万円の支払う共済会がある。

⑶　共済内容
　第 1に、退職金・年金制度について、①退
職金・年金の原資は事業主および個人（社会
福祉事業施設等の職員）である。②不支給要
件は、一定未満の在職期間、懲戒処分による
解職等を設けている事業者がある。③年金給
付は、例えば、退職時から 5年間、または一
定年齢に達した場合等、様々である。
　第 2に、貸付制度について、掛金を原資と
して、金利 2％～ 4％で貸与する。普通貸付
および住宅貸付等があり、貸付残高は、各共
済会で数億円規模である。
　第 3に、福利厚生事業について、慶弔金の
支払い、人間ドック・体育事業・文化助成等
である。事業財源は掛金を原資とする運用益
でなされる。

４ 　共済契約の問題点
　本件共済会における共済契約の問題点とし
て、つぎのことが指摘できる。
　①加入者条件として、常勤職員か非常勤職
員かの区別、一定期間の在職要件を前提に退
職金または年金等を支給する場合、給料から
の強制的な天引きは問題とならないのか、②
運用情報が、共済会の加入団体および掛金を
支払っている従業員・職員に適切に開示され
ているのか、③運用利率および退職金または
年金等の支給利率は適切か、④掛金を原資と
する貸付制度における金利は適切か、⑤途中
脱退者および懲戒免職者の扱いは適切か。給
料からの強制的な天引きを掛金とするのであ
れば、賃金未払いの扱いになるのではないか、
⑥他の業界からの参入と共済制度は平仄がと
れているのか、⑦本件共済会の役員が資産運
用について適切な監視体制の下になされてい
るか、⑧資産運用を行う金融機関およびコン
サルティング会社に支払う報酬額が妥当であ
るのか、などである。

S.SHINDO
下線
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Ⅳ　共済事業と貸金業務

１　積立金の貸付事業
⑴　貸金業法の適用
　貸金業法 2条 1項 1号～ 5号に掲げる者以
外は、貸金業法の適用を受ける。他方、貸金
業法 2条 1項 1号～ 5号に掲げる「貸金業法
の適用除外される者」とは、①国・自治体が
融資制度による（ 1 号）、②他の法律に規定
がある者（銀行等）（ 2 号）、③物品の売買・
運送・保管等を業とする者が取引に付随して
行うもの（ 3 号）、④事業者が従業員に貸し
付ける（ 4 号）、⑤資金需要者の利益を損な
うおそれがないと認められる貸付けを行う者
で政令で定める者（ 5号。貸金業法施行令 1
条の 2）、である。
　政令で定める者とは、①国家公務員等の職
員団体、②労働組合法の労働組合、③公益社
団法人・公益財団法人、④私立学校の法人等、
⑤金融庁長官の指定する者（例えば、短資業
者）、である。

⑵　貸金業とは
　「貸付け」には、利息の有無を問わない。「業
とする」とは、反復継続および事業の遂行か
ら判断される。具体的には、①反復継続の意
思があればよい、②報酬利益の意思は関係な
い、③営利目的でなくてもよい、④社会通念
上の事業の遂行であればよい、⑤不特定多数
でなくてもよい。

⑶　貸金業の参入規制
　第 1に、貸金業の登録要件は、つぎである。
①内閣総理大臣または知事に登録、②純資産
5,000万円以上の財産要件（貸金業法 6条 1
項14号）、③貸金業務取扱主任者の設置義務
（貸金業法 6条 1 項13号・12条の 3・24条の
25第 1 項）、であり、③は資格試験が課される。
　第 2に、登録の適用除外要件（貸金業法 6
条 1項14号）は、つぎのすべてを満たすこと

の必要がある。①営利を目的としない法人、
②純資産額が500万円以上、③NPOバンクを
想定（貸金業法施行規則 5条の 3の 2）、で
ある。③は公益事業に対する出資・融資を目
的した匿名組合によるファンド等である。

⑷　過剰貸付けの抑制制度
　貸金業法は、過剰貸付けの抑制制度を設け
ている。すなわち、①貸付総額は収入の 3分
の 1 を超えないこと（貸金業法13条の 2）、
②返済能力調査義務（貸金業法13条）、③指
定信用情報調査機関への全件登録義務（貸金
業法41条の35）、④貸付け時の調査（貸金業
法13条 2 項）、⑤個人情報の保護・管理の強
化、⑥資金需要者の利益保護のための組織体
制の規則制定（貸金業法施行規則 5条の 4第
1項）、である。
　貸金業を行う者が、これら制度を充足して
いない場合、金融庁・監督当局による業務改
善命令の対象となり、今後、違反者に課徴金
賦課の制裁が考えられる。

⑸　貸金業者の行為規制
　貸金業者は、つぎの行為規制に服する。①
適合性の原則（貸金業法16条 3 項）、②契約
者に対する書面交付義務・説明義務（貸金業
法16条の 2 第 1 項・17条）、③連帯保証人に
対する書面交付（貸金業法16条の 2第 3 項・
17条 3 項）、である。

⑹　罰　　則
　貸金業者に対する罰則として、①不正の
手段による登録に対し、10年以下の懲役、
3,000万円以下の罰金・併科、②指定信用情
報調査機関制度に関係する信用情報の目的
外利用の禁止違反に対し、 2 年以下の懲役、
300万円以下の罰金・併科、である。

２ 　共済会の貸金事業に関する問題
　本件共済会の貸金事業に関する問題とし
て、つぎのことが指摘できる。①純資産
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5,000万円以上の財産要件があり、公益目的
支出に使用できない、②貸付内容につき、貸
金業務取扱主任者の設置義務、収入の 3分の
1基準、返済能力調査義務、指定信用情報調
査機関への全件登録義務、個人情報の保護・
管理体制等の要件を満たすことの困難さ、③
貸金業者の行為規制の対応に関する不備など
がある。
　また、貸付金の回収体制が不十分であるこ
とは否定できず、貸付者の責任について研修
等がなされていない場合が多い。金融庁は、
本件共済会に対し、貸金業法の適用除外扱い
について、現行法の解釈では困難との見解を
示している。

Ⅴ　共済事業と保険法・保険業法

１　本件共済と保険
　保険とは、保険および共済の機能につき、
保険契約、共済契約その他のいかなる名称を
問わず、当事者の一方が、一定の事由が生じ
たことを条件として、財産上の給付を行うこ
とを約し、相手方がこれに対して一定の事由
の発生の可能性に応じたものとして保険料を
支払うことを約する契約である（保険法 2条
1 号参照）。そのため、共済事業に保険法の
規定が適用される可能性がある。
　では、本件共済会の事業において、加入法
人団体の従業員・職員から掛金を支出させる
ことは、保険料の徴収に該当するのか。保険
は商法上、営業的商行為（商法502条 9 号）
であり、保険業の主体に制限はない。

２ 　本件共済と保険業
⑴　保険業法の適用と健全性確保
　保険業とは、①人の生死に関し一定額の保
険金を支払うことを約し、保険料を収受する
生命保険固有の保険（保険業法 2条・ 3条 4
項）、②一定の偶然の事故により生ずること
のある損害を填補することを約し、保険料を
収受する損害保険固有の保険（保険業法 2条・

3条 5項）であり、③損害・疾病・介護の各
分野の保険（保険業法 2条・ 3条）の引受け
を行う事業である。
　契約者保護のため、保険業法の範囲は「特
定の者を相手方」として、保険の引受ける場
合、適用される。しかし、保険業法上、保険
業は内閣総理大臣の免許（保険業法 3条 1項）
を要する。理由は、①保険の公共性、②保険
業者の業務の健全性かつ適切な運営、③保険
募集の公正確保、④保険契約者の保護のため
である。結果的に、保険業は内閣総理大臣の
免許を受けた保険会社、子会社・保険持株会
社、外国保険業者が対象となる。
　保険業法が適用されれば、つぎの健全性確
保の措置が求められる。①準備金の積み立て、
②保険計理人制度、③事業方法書等の変更に
内閣総理大臣の認可、④報告・資料の提出お
よび立入検査、⑤内閣総理大臣による業務改
善命令・停止命令、⑥保険契約者保護機構に
よる資金援助制度の管理、⑦指定紛争機関・
紛争解決業務者の指定、である。

⑵　保険業法上の「保険業の免許」等の不要
　例外的に、保険業法上の「保険業の免許」
等が不要である場合として、つぎがあげられ
る。①地方公共団体が住民相手に行うもの（例
えば、交通災害共済）、②一の企業内・一の
学校内・一の労働組合が組合員を相手に行う
もの、③公益認定法人が行うもの、④少額短
期保険業者（保険業法272条 1 項、同施行令
38条）、である。少額短期保険業者とは、収
受する保険料が50億円を超えないこと、保険
金額が1,000万円を超えないこと、資産運用
を行うことができないなどの規制がある。

⑶　共済関連の根拠法の適用
　根拠法のある共済は保険と経済的には同じ
機能ながら、主務官庁・適用法令は異なる。
保険は金融庁を主務官庁とするが、制度共済
の場合、例えば、全国共済農業共同組合連合
会（JA共済）、では農水省、全国労働者共済
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生活協同組合連合会（全労済）では厚労省が
各主務官庁である。
　また、適用法令は、保険が保険法・保険業
法であるが、制度共済の場合、例えば、JA
共済は農業共同組合法、全労済は消費生活協
同組合法および保険業法である。
　兼営については、保険は損害保険業（火災
保険・自動車保険等）および生命保険業の兼
営が禁止されるが、制度共済では 1つの共済
が火災共済・自動車共済、生命共済を営むこ
とは可能である。

３ 　本件共済会と保険業法の問題
⑴　「一の企業内」共済
　前述したように、本件共済会では、加入法
人の従業員・職員の給料から掛金を強制拠出
させて、運用益により年金払い、とくに老齢
年金払いを行うことについて、2005年頃、金
融庁は、「公益法人による他の会社の従業員
に関する退職金事業は、一般的には、退職金
事業は給料の後払いとしての性質を持つもの
であり、保険業法の規制の対象にならない。」
との見解であった。また、公益法人制度改革
の渦中にあり、特例民法法人から一般法人の
移行手続の混乱が問題となり、保険業法の厳
格な適用は見送られた。
　その後、2008年頃、金融庁は、「共済制度
について、従業員拠出、年金払いは保険に該
当する。」との見解を示した。しかし、本件
共済会は、実態は加入事業所の従業員の給与
から天引きされた資金を原資として運用し、
年金払いを行うものであるが、形式的には事
業主が金融機関に運用委託をしている。その
ため、本件共済会の老齢年金払いは対象者が
絶対多数ではなく、「一の企業内共済」として、
保険業法の規制対象とはなっていない。これ
は、保険業法の規制対象外が確定されたもの
ではない。
　「一の企業内」共済は、保険業法の適用除
外に該当し（保険業法 2条 1 項 2 号ロ）、内
部積立の社内預金としての性格を有し、事業

主が退職金の資金を共済制度実施団体に「預
託」する形態であり、退職金支払いの準備と
される。預託された財産は分別管理を要し、
債務の範囲を限定する有限責任である。
　しかし、本件共済会が退職金支払いの準備
としての位置づけであるならば、当該退職金
事業は給料の後払いとしての性質を有するこ
とになる。それは労働法上の問題があること
は否定できない。

⑵　保険業法が適用しないことの課題
　保険業法が適用されないことの課題とし
て、第 1に、共済事業の健全性が確保されな
いおそれ、第 2に、実質的賠償・紛争の解決
手段が欠如するおそれがある。例えば、①国
家賠償の対象とならない、②苦情処理・紛争
解決の手続（保険業法308条の 2・308条の
13）が不十分である、③監督機関が事実上、
欠如しているなどである。

⑶　出資法違反の可能性
　本件共済会は、本質的に給料から天引きで
あり退職金といえないのではないかという問
題がある。天引きされた掛金は、労働基準法
24条の賃金ではないのか。また、社内預金と
しての制度確保の未整備は、労働基準法に抵
触するおそれがある（労働基準法18条 2 項～
5項、同施行規則57条 3 項）。前記手続がな
い場合、出資法違反の可能性が否定できない。

Ⅵ　共済事業と金融商品取引法

１　集団投資スキームの規制
　本件共済会が加入法人の従業員・職員の給
料から掛金を強制拠出させて、巨額資金を運
用している。当該制度は実態として、会員組
織からの預託により、給付のための資金を集
め、特定の主体が運用、収益を出資者に分配
する。これは運用し、「集団投資スキーム」
に該当する可能性がある（金商法 2条 2項 5
号イ）。本件共済会が集団投資スキームであ
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るとすれば、金融商品取引法の規制対象とな
る。
　具体的規制は、第 1に、持分の販売勧誘規
制として、①説明義務、②書面交付義務、③
クーリングオフ、④断定的判断の提供、⑤適
合性原則、⑥最良執行義務等である。第 2に、
運用規制・業規制として、①一般的義務によ
る規制（善管注意義務、誠実公正義務）、②
自己取引による運用、③権利者の利益を害す
る取引、④情報利用の悪用禁止、⑤運用報告、
⑥罰則等である。第 3に、開示規制がある。

２ 　金商法の適用除外
　集団投資スキームは、一定の場合、金融商
品取引法の適用除外となる。①出資者全員が
出資対象事業に関与する場合として政令で定
める場合、②業務執行の決定について、すべ
ての出資者の同意がある場合（すべての出資
者の同意を要しない場合、業務執行の決定に
ついてすべての出資者が同意をするか否かの
意思表示をして業務執行をすることを含む）、
③かつ、出資者の全てが出資対象事業に常時
従事する専門的な能力を発揮して従事する場
合、である（金商法 2条 2項 5号イ、同施行
令 1条の 3の 2）。
　本件共済会は、加入法人の 4分の 3以上の
同意を得ることで、集団投資スキーム規制の
適用除外とされている。しかし、当該同意の
取得過程において、共済制度の仕組み、運用
のプロセス、財務状況、財政計画・前提条件
の開示が適切であったのか疑問である。これ
らは、役員責任の追及対象となる。

３ 　金商法が適用しないことの課題
　集団投資スキーム規制が適用しないとして
も、別途の課題がある。第 1に、健全性確保
の措置が十分ではない。第 2に、実質的賠償・
紛争解決が制限される可能性がある。第 3に、
制度の仕組み・運用プロセス・財務状況・財
政計画の説明・運用基本方針の決定等に対す
る監督機関が欠如する可能性がある、などで

ある。

Ⅶ　本件共済制度の検討

１　共済事業と公益法人改革
⑴　共済運営法人の一般法人への移行
　共済事業を行う旧公益法人が抱える問題と
して、次の内容がある。
　第 1に、共済事業による一般法人および役
員の民事責任が強化され、その対応を具体的
にどのようにするのか。第 2に、一般法人に
移行するのか、公益認定を受けて法人に移行
するのか。第 3に、共済事業が公益認定に該
当するのか。第 4に、公益認定を受けなけれ
ば課税および信用力等において不利益が生じ
るのか。第 5に、公益認定を受けたことによ
り、構成員等の需要を満たす共済事業ができ
なくなるのではないか、などが指摘できる。

⑵　共済事業を行う法人の移行
　共済事業を行う法人の移行を概観すれば、
第 1に、共済事業を主たる事業のまま公益法
人に移行した法人（例えば、公益財団法人兵
庫県住宅再建共済基金）、第 2 に、共済事業
を主たる事業のまま一般法人に移行した法人
（例えば、一般社団法人福島県警察互助会）、
第 3 に、共済事業を収益事業（その他事業）
として公益法人に移行（例えば、公益社団法
人神奈川県商店街連合会、公益社団法人日本
認知症グループホーム協会、公益社団法人ボ
ーイスカウト日本連盟）、に大別できる。

２ 　公益認定に係る問題
⑴　公益認定の困難さ
　本件共済会が、公益性の認定基準（18基準）
のうち、「公益目的事業比率が50％以上」と
いう基準を満たすことは現状では厳しい。ま
た、加入法人団体の従業員・職員の給料から
一定額を掛金として控除し、それを原資にす
ることは、元来「賃金」を運用していること
になり、社内貯金の性格を有する。これを公
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益使用することは、一般法人法の趣旨に反す
る。
　他方、本件共済会が、公益認定を受けない
ことの問題点として、資産収益課税に現実利
益の20％が課税される。その結果、運用益に
影響がでる可能性が高い。また、適切なガバ
ナンスが未整備であり機能しない懸念があ
り、運用の失敗により、加入団体の現場職員
が救済されない可能性がある。

⑵　公益認定を受けることの問題点
　本件共済会が、公益認定を受けることの問
題として、財産の帰属がある。公益認定の取
消処分を受けた場合、または合併により法人
が消滅する場合、 1ヵ月以内に類似の公益法
人、国、地方自治体に贈与しなければならな
い義務がある（公益法人認定法 5条 1 項）。
この場合、共済掛金は誰に帰属するのかとい
う課題が残る。
　また、公益目的支出計画を作成する義務が
あり、共済掛金である他人財産（加入団体の
現場職員の給料から天引き）であるにも関わ
らず、公益目的のために支出しなければなら
ない可能性がある。なお、これは公益認定を
受けない一般法人であっても、公益事業にお
いて生じる問題である。

３ 　共済制度の法的リスクと対応
　本件共済会が、保険法・保険業法、金商法
の適用除外となることは、前述したように、
様々な規制の枠組みから解き放たれるメリッ
トはある。
　他方、規制監督下にないことのデメリット
があり、本件共済会が巨額の資金を運用する
に際して、どこまで自主的なチェック機能が
有効に働くのか疑問である。例えば、事務局
構成員は害して経験年数が短く、評議員会の
構成メンバーの大半は、加入法人団体を母体
として、その役員である。また、資産運用委
員会等の構成メンバーの大半は、同じく加入
法人団体を母体とした、その役員である。そ

のため、巨額の資産運用に際し、金融機関の
投資内容の適切な理解が果たして十分である
のか疑問である。
　とりわけ、利益相反行為等の監督機能の不
十分さが問題となる。共済事業に対し、役員
が主導または金融機関に放任した資産運用に
より、共済会が破綻している事案が多くなっ
ている。事後的な検証では、破綻に至るまで
の過程において役員と共済会との利益相反行
為の事実、資産運用方法に関する役員の不理
解、運用内容および運用機関に対するチェッ
ク機能の脆弱さ、外部監査の欠如が浮き彫り
となっている。また、加入法人団体の従業員・
職員から掛金を強制拠出させて退職金運用原
資にすることの問題および各種業法の抵触問
題等については、前述した。

４ 　課題対応
　本件共済会の事業は、根拠法のある共済制
度への移行が検討される。しかし、基金を別
途つくることの困難に加え、次の問題があ
る（18）。

⑴　確定給付企業年金
　確定給付企業年金とは、将来的にいくらの
年金を加入員に支給することを確定しておく
年金である（確定給付企業年金法。2002年 4
月施行）。規約型と基金型がある（13）。
　①規約型は、労使の合意に基づく年金規約
を制定し、厚労大臣の承認を受け、外部機関
（金融機関等）で掛金を積み立てる。本件共
済会では、多数の事業所の職員・従業員全体
から各代表労使者を選出すること、合意内容
の整備が困難である。
　②基金型は、法人格のある企業年金基金を
設立し、厚労大臣の認可を受ける必要がある。
本件共済会では、既存の共済会を企業年金基
金に移行する手続きが必要であり、年金以外
の共済事業に制約がある。
　①および②ともに、明確な積立義務・徴収、
投資リスクの帰属、事業者の不足額の責任等
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の問題がある。

⑵　確定拠出年金
　確定拠出年金とは、拠出された掛金が個人
ごとに区分され、掛金とその運用収益との合
計額をもとに給付額が決定される年金である
（確定拠出年金法。2001年10月施行）。企業型
年金と個人型年金がある。
　①企業型年金は、各企業が実施する。下記
②より圧倒的に多い。
　②個人型年金は、確定給付企業年金のない
従業員・自営業者等が加入する。
　①および②ともに、規約を作成し、厚労大
臣の承認を受ける。拠出された掛金は個人ご
とに明確に区別され、掛金と個人の運用指図
による運用収益との合計額に基づき給付額が
決定される。
　確定拠出年金の問題として、事務代行団体
（共済会自体・金融機関等）による敬遠、管
理維持コストの増大、投資リスクの帰属等が
ある。

⑶　特定退職金共済制度
　特定退職金共済制度は所得税法上、認めら
れた制度である。しかし、受給権の保護が不
十分・運用収益の課税・運用商品の限定等の
問題がある。
　そのため、本件共済会が、公益法人改革を
経て健全な事業運営を行うには、つぎの課題
に対処することが必要である。第 1に、資産
運用に関する再検討・理解、運用機関の見直
し、外部監査をはじめ監督機能の充実である。
第 2に、内部統制システムの構築として、リ
スク管理、コンプライアンス、運営・運用の
効率化、情報収集・管理・分析等が求められ
る。これらは、加入法人団体において優秀な
人材を確保する職場環境の整備となる。

【注】
（1）	一般法人の概要は、以下である。
　　第 1に、一般社団法人は、つぎの特色が

ある。
　　①法人の公益性は設立要件ではない。
　　②社員 2名以上で準則主義に基づき、定
款の作成・認証により設立登記ができる。
社員を全く欠いた場合、解散事由となる。
　　③設立時の財産保有規制はない。
　　④設立時財産は要件ではないが、定款規
定で「基金制度」を採用できる。活動原資
として基金を社員が拠出し、または外部か
らの拠出を募ることができる。現物拠出も
可能。拠出者に対しては返還義務を有する。
　　⑤社員総会および理事の設置は必須であ
る。定款規定により、理事会、監事、会計
監査人の設置が可能である。
　　⑥社員に剰余金または残余財産の分配を
受ける権利を与える旨の定款規定は、有効
なものとならない（一般法人法11条 2 項・
153条 3 項 2 号）。
　　⑦理事、監事および会計監査人の任務懈
怠により一般財団法人に損害が生じた場
合、損害賠償責任を負う。
　　⑧社員が役員に対し代表訴訟による責任
追及が可能である。
　　⑨役員の対法人責任について、総社員に
よる同意、社員総会の決議、定款規定（理
事の過半数の同意または理事会決議）によ
り減免が可能である（一般法人法112条・
113条・114条・198条）。
　　第 2に、一般財団法人は、つぎの特色が
ある。
　　①団体の公益性・目的は設立の要件では
ない。
　　②設立時に、 1 名以上の設立者が300万
円以上の財産を拠出して団体とする。
　　③活動原資は、基本財産の運用益でなさ
れる。
　　④財団の目的は、変更に関する規定を定
款に定めない限り、変更はできない。
　　⑤評議員（ 3名以上）・評議員会、理事
（ 3名以上）・理事会、監事（ 1名以上）の
設置が必須であり、定款規定により会計監
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査人の設置が可能である。
　　⑥評議員および評議員会は、理事の業務
執行を監督し、かつ法人の重要な意思決定
に関する機関となる。
　　⑦社員が存在しないため、社員総会は不
要である。
　　⑧理事、監事および会計監査人は、任務
懈怠により法人に損害が生じた場合、損害
賠償責任を負う。
　　⑨役員の対法人責任について、総評議員
による同意、評議員会の決議、定款規定に
より減免が可能である（一般法人法198条・
112条・113条・114条）。

（2）	社団法人または財団法人の設立方法は、
第 1に、一般法人法に基づき、一般社団法
人または一般財団法人（一般法人）を設立
する。第 2に、これら一般法人は、公益法
人公益法人認定法に基づき公益認定を受け
て公益社団法人または公益財団法人となる
ことができる（大貫正男＝久我祐司編著『社
団法人・財団法人の登記と書式（第 2版）』
（民事法研究会、2010年）32頁）。そのた
め、一般法人を設立する場合の選択肢は、
つぎのようになる。①一般法人として設立
し、事後的に公益認定の申請をする、②一
般法人の設立手続と公益認定申請を同時に
行う、③一般法人として設立するが、公益
認定の申請をしない、である。

（3）	 1996年に制定された旧指導監督基準によ
れば、当時の公益法人として適当でないも
のは、次である。①同窓会、同好会など構
成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主た
る目的とするもの、②特定団体・職域の者
だけの福利厚生等を主たる目的とするも
の、③講演会など特定個人の精神的、経済
的支援を目的とするもの。なお、旧指導監
督基準の運用指針では、「不特定多数の者
の利益」を公益性要件とするが、主務官庁
職員など、特定団体・職域の者だけの福利
厚生を従たる目的とすることは禁止されて
いない。例えば、各種共済会では、「～の

振興」「～の普及」を第 1の目的として、「～
職員の福祉」を第 2の目的に掲げるケース
も多い。

（4）	 1869年12月から2008年11月30日の間に、
改正前民法34条に基づき設立された「公益
目的の社団法人・財団法人」（旧公益法人）
は、2008年12月以降、特例民法法人となる。
旧公益法人は、34条法人、非営利公益法人、
民法法人ともいわれ、学術・技芸・慈善・
祭祀・宗教その他の公益事業を行い、営利
（構成員に対する利益分配）を目的としな
い。公益とは、団体外の利益に奉仕するこ
とである。旧公益法人は主務官庁（業務範
囲により、国の官庁または都道府県庁）の
監督を受けた。また、株式会社などの普通
法人と異なり、社員に剰余金または残余財
産の分配を受ける権利を与える定款は有効
なものとならない。
　　旧公益法人である特例民法法人は、2013
年11月30日までは、①定款・役員等の機関・
登記は変更不要、②○○社団法人、○○財
団法人の名称使用が可能、③従来の主務官
庁の監督・情報開示、税制適用がなされた。
2013年11月30日までに、特例民法法人は、
一般社団法人・一般財団法人、公益社団法
人・公益財団法人のいずれかに移行手続の
申請をしなければ自動解散とみなされる
（整備法46条 1 項）。特例民法法人は一般法
人への移行手続を必須とするが、公益認定
の申請は、各法人の判断による。旧社団法
人の定款・旧財団法人の寄附行為は、これ
らを存続する一般社団法人・一般財団法人
の定款とみなされる（整備法40条 2 項・41
条 2 項）。移行期間内に手続きを行わない
場合、当該法人は2013年11月30日の終了日
をもって自動解散となる。この場合、旧主
務官庁は、遅滞なく、当該特例民法法人の
解散登記の嘱託をしなければならない（整
備法46条 2 項・110条 2 項・121条 2 項）。
　　特例民法法人がとるべき選択肢は、①特
例民法法人→移行認定申請→「認定」の処



− −127共済事業の法的課題と運営法人のガバナンス

分→公益法人、②特例民法法人→移行認可
申請→「認可」の処分→一般法人、③特例
民法法人→申請しない→解散、④不認定・
不認可→移行期間内の再申請、である。

（5）	公益法人と一般法人を比較すれば、機関
設計、理事の資格要件、定款の記載事項、
報酬支給基準等の情報開示、定期報告と立
入検査、税務以外に、つぎの相違がある。
　ア）社会的イメージ
　　公益法人は、「公益」の名称を用いるこ
とにより、社会的信用が高まる。公益認定
の基準および維持に関する要求水準が高い
が（公益法人認定法 5条 1 号～18号）、そ
のことが信用維持につながるともいえる。
他方、公益認定を受けていない一般法人は、
公益の名称を用いることができず、社会的
信用が従前より劣る可能性がある。
　イ）事業活動の内容・支出制限
　　公益法人は、①公益目的事業の実施に要
する適正費用の収入制限（収支相償）、②
公益目的事業比率50％以上、③遊休財産の
１年の保有処分、④公益目的事業財産の支
出制限がある。これら不特定多数の利益の
増進に寄与することが求められる。とりわ
け、全事業のうち、公益目的事業比率が50
％以上となることを行うことが求められ、
公益目的事業比率50％以上の算定は、「公
益実施費用額÷（公益実施費用額＋収益等
実施費用額＋管理運営費用額）」で算出す
る。公益法人は公益認定基準を維持する負
担があり、行政庁の監督に服する。他方、
一般法人は事業内容および支出制限がな
い。私益目的事業（継続事業・特定寄附）
および公益目的事業を行うことができ、公
益法人のような制限規定はない。原則とし
て、行政庁の監督に服さないが、公益目的
支出計画に定める実施事業については、支
出につき行政庁の監督に服する。
　ウ）事業活動の性質
　　公益法人は、法人が自ら実施しない事業
（マル投げ）を公益目的事業として認めら

れない。また、法人関係者および営利企業
に特別な利益を与えることとなる事業はで
きない。他方、一般法人は、法人が自ら実
施しない事業は実施事業（公益目的事業・
継続事業）にならない。また、法人関係者
および営利企業に特別な利益を与えること
となる事業はできない。
　エ）財産等の保有・処分
　　公益法人は、第 1に、公益目的事業財産
を公益目的事業のために使用する義務があ
り、公益認定が取り消された場合、 1ヵ月
以内に他の類似の目的を有する法人等に公
益目的取得財産を譲渡しなければならな
い。第 2に、遊休財産が 1年の公益目的事
業の実施費用を超えてはならない。第 3に、
他社の株式等について50％を超えて保有す
ることができない。
　オ）遊休財産の保有・処分
　　公益法人は、遊休財産が 1年の公益目的
事業の実施費用を超えてはならない。株式
等の保有制限。遊休財産とは一種の内部留
保であり、公益目的事業を行うために必要
な収益事業等その他の業務もしくは活動の
ために現に使用されておらず、かつ、引き
続きこれらのために使用されることが見込
まれない財産である（公益法人認定法16条
2 項）。他方、一般法人は、財産保有およ
び処分に制限はない。

（6）	公益法人認定別表に公益目的23事業が列
挙されている。すなわち、学術振興・文化
振興・障害者等の支援・高齢者福祉の増進・
就労支援・公衆衛生の向上・児童の健全育
成・勤労者の福祉向上・豊かな人間性の涵
養・犯罪防止・事故防止・差別防止・思想
信教の自由・男女共同参画社会の形成・国
際相互理解の促進・地球環境保全・国土の
利用・国政の健全運営・地域社会の健全発
展・国民生活の安定向上・エネルギー等の
安定供給・消費者利益の擁護・その他政令
で定めるもの、である。

（7）	個々の事業が、不特定かつ多数の者の利
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益の増進に寄与しているかは、受益の機会
が一般に開かれているかである（福島達也
『公益認定完全ガイド』（学陽書房、2008年）
43頁）。例えば、難病患者等の受益者が 1
名でもよい。チェックポイントとして「17
事業区分」は、具体的に、①検査検定事業、
②資格付与事業、③講座、④体験活動、⑤
相談、⑥調査、⑦技術開発、⑧キャンペー
ン、⑨展示会、⑩博物館展示、⑪施設の貸
与、⑫資金貸与、⑬助成、⑭表彰、⑮競技
会、⑯自主公演、⑰主催公演、である。

（8）	 17事業区分（チェックポイント）の問題
点として、一般法人の公益認定において、
「対象法人の主たる目的が、不特定かつ多
数の者の利益の増進に寄与していること」
のチェックポイントとして、公益認定等ガ
イドラインによれば「17事業区分」が設け
られているが、様々な問題点が内包されて
いる。
　　第 1 に、「不特定の基準」である。当該
基準では、「受益の機会が一般に開かれて
いるか」である。例えば、難病患者等の受
益者が 1名でもよい。潜在的に難病になる
可能性があるため。それに対し、「特定の
団体の、特定の構成員の利益を図る活動」
は除外される。例えば、Ｘ大学の在学生お
よび卒業生への助成金は、不特定の者がＸ
大学に入学できるとしても、公益認定の基
準から除外される。
　　第 2に、17事業区分の対象である「資金
貸与・債務保証事業」では、資金貸与・債
務保証等が不特定かつ多数の者の利益に寄
与しているかが問題となる。例えば、①あ
る団体の構成員・社員等の共通の利益だけ
になっていないか、②対象者が一般に開か
れているか、③資金貸与・債務保証等が公
益目的として設定された事業目的（23事業）
に合致しているか（例えば、小規模企業者
に対する設備導入資金、高齢者用の改修費
用の融資）、④資金貸与・債務保証等の件数、
内容を公表しているか、⑤資金貸与・債務

保証等について、専門家の関与があるか、
などがチェック内容となる。

（9）	公益性の認定基準である18基準とは、具
体的には、①公益目的事業（23事業）を行
うことを主たる目的、②公益目的事業を行
うのに必要な経理的基礎・技術的能力、③
事業を行うに当たり社員・評議員・理事・
監事等に特別の利益を与えないこと、④事
業を行うに当たり特定の個人・団体等に
特別の利益を与えないこと、⑤投機的取
引、高利の融資等、社会的信用を維持する
上でふさわしくない事業でないこと、⑥公
益目的事業に係る収入がその実施に要する
適正な費用を償う額を超えないこと（収支
相償）、⑦公益目的事業以外の事業（収益
事業等）が公益目的事業の実施に支障を及
ぼすものでないこと、⑧公益目的事業比率
が50％以上となること、⑨遊休財産が 1年
の公益目的事業の実施費用を超えてはなら
ないこと、⑩各理事について、同一親族関
係者が理事総数の 3分の 1以下（監事も同
様）、⑪他の同一の団体（公益法人を除く）
の理事または使用人である者の合計数が理
事 3分の 1以下（監事も同様）、⑫政令で
定める場合を除き、会計監査人を設置して
いること、⑬理事・監事・評議員に対する
報酬が、不当に高額でないこと、⑭一般社
団法人では、社員の資格の得喪等に不当な
条件がないこと、⑮他の団体の意思決定に
関与することができる株式等を保有してい
ないこと、⑯公益目的事業を行うために不
可欠の特定財産がある場合、その維持・処
分権限に定款の定めがあること、⑰公益認
定を取り消された場合、 1ヵ月以内に他の
類似の目的を有する法人・国・地方公共団
体に公益目的取得財産を贈与する定款の定
めがあること、⑱清算をする場合、 1ヵ月
以内に他の類似の目的を有する法人・国・
地方公共団体に公益目的取得財産を贈与す
る定款の定めがあること、である。

（10）	一般法人が公益認定を受けるためには、
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18基準を満たす必要がある。一般法人には、
資産運用を行っており、当該事業に関連す
る問題点を検討する。第 1に、「投機的取引・
高利の融資を行う事業」である。これは一
般社団法人・一般財団法人では可能である
が、公益認定基準（公益法人認定法 5条 5
号）で具体的内容が審査される。株式運用
等は役員等が運用に関わり、リスク管理が
可能であれば可能であろう。取引の内容、
規模、個別事情で判断されることになる。
　　第 2 に、「他の団体の意思決定に関与す
ることができる株式等の保有」である。前
記事業と同様、一般社団法人・一般財団法
人では可能であるが、公益認定基準（公益
法人認定法 5条15号）で具体的内容が審査
される。他社の株式等を保有することは、
他法人を支配することになり、その弊害を
防止する必要があるためである。この基準
を満たすことができない場合、①特定の議
決権株式の保有割合を50％未満とする（公
益法人認定法施行令 7条）、②無議決権株
式・転換社債・新株予約権を保有する、③
信託財産として議決権を受託者に全部委託
するなどが必要になる。
　　第 3 に、「公益目的事業に係る収入がそ
の実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないこと（収支相償）」である。剰余金の
発生対策が求められることになる。そのた
め、①法人の黒字事業および赤字事業をま
とめて捉える、②剰余金を合理的範囲で管
理費の不足に組み入れる、③公益目的保有
資産の取得に剰余金を充てるなどである。
　　第 4 に、「公益目的事業比率が全支出の
50％以上」である。この基準を満たすこと
ができない場合、①別の法人との合併・再
編、②一般法人に移行後、事業の再編、③
収益事業の廃止・縮小などが必要になる。
　　第 5 に、「遊休財産が 1 年の公益目的事
業の実施費用を超えてはならないこと」で
ある。遊休財産額の保有制限といえる。遊
休財産とは一種の内部留保であり、公益目

的事業を行うために必要な収益事業等その
他の業務もしくは活動のために現に使用さ
れておらず、かつ、引き続きこれらのため
に使用されることが見込まれない財産であ
る（公益法人認定法16条 2 項）。この基準
を満たすことができない場合、①控除対象
財産の精査・確定、②金融資産の公益目的
外使用の検討などが必要になる。

（11）	一般法人の機関設計は、以下である。
　①　社団法人
　　第 1に、一般社団法人では、社員総会お
よび理事（ 1名以上）の設置義務がある。
定款の定めにより、理事会・代表理事・監
事・会計監査人を設置することができる。
理事会がある場合、代表理事が業務を執行
する。理事会を設置した場合、および会計
監査人を設置した場合、監事を設置しなけ
ればならない。また、大規模一般社団法人
（BS の負債の部が200億円以上の法人）で
は、会計監査人の設置義務がある（吉岡誠
一『一般社団法人・一般財団法人登記の実
務』（日本加除出版、2009年）49頁）。
　　第 2 に、公益社団法人では、社員総会・
理事（ 3名以上）・理事会・代表理事・監
事を設置しなければならない。また、大規
模公益社団法人では、会計監査人の設置義
務がある。
　②　財団法人
　　第 1に、一般財団法人では、評議員（ 3
名以上）・評議員会・理事（ 3名以上）・代
表理事・理事会・監事の設置義務がある。
定款の定めにより、会計監査人を設置する
ことができる。また、大規模一般財団法人
（BS の負債の部が200億円以上の法人）で
は、会計監査人の設置義務がある。理事が
業務を執行し、理事会が理事の監督機能が
ある。社団法人と異なり、社員総会がな
く、評議員会および監事が理事を監視監督
する。
　　第 2に、公益財団法人では、評議員（ 3
名以上）・評議員会・理事（ 3名以上）・理
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事会・代表理事・監事を設置しなければな
らない。また、大規模公益財団法人では、
会計監査人の設置義務がある。
　③　公益法人と一般法人との比較
　ア）公益法人
　　公益法人は、理事会および監事の設置が
必須である。具体的には、第 1に、公益社
団法人は、社員総会・理事（ 3名以上）・
理事会・代表理事・監事が必須である。第
2に、公益財団法人は、評議員（ 3名以上）・
評議員会・理事（ 3名以上）・理事会・代
表理事・監事が必須である。なお、一定の
場合、会計監査人の設置が求められる。
　イ）一般法人
　　一般法人は、社団法人または財団法人に
より異なる。第 1に、一般社団法人は、社
員総会・理事（ 1名以上）の設置が必須で
あるが、理事会・代表理事・監事が任意で
ある。第 2に、一般財団法人は、評議員（ 3
名以上）・評議員会・理事（ 3名以上）・理
事会・代表理事・監事が必須である。
　　なお、両一般法人とも、大規模法人の場
合（BSの負債の部が200億円以上の法人）、
会計監査人の設置が求められる。
　④　理事の資格要件
　ア）公益法人
　　公益法人は、理事のうち、同一親族関係
者が理事総数の 3分の 1以下であり（監事
も同様）、かつ、理事のうち、同一企業の
役職員が理事総数の 3分の 1以下（監事も
同様）であることを要する。また、役員が
過去に刑罰を受け、または暴力団の構成員
であった場合、公益認定の取消対象となる
（公益法人認定法 6条）
　イ）一般法人
　　一般法人は、収益事業課税を受ける場合、
理事のうち同一親族関係者が理事総数の 3
分の 1以下であることを要する。

（12）	役員の違法行為の類型として、以下が
ある。
　　第１に、法令・定款等違反である。当該

違反は、ア）善管注意義務等の一般法人法
違反、イ）刑事法違反、ウ）関連民商事法
違反、エ）定款・内規違反、などが対象と
なる。問題となる行為は、具体的につぎの
内容が考えられる。①法人の資金を私的に
流用（刑法253条）、②杜撰な会計処理・計
算書類に虚偽記載（一般法人法120条・342
条）、③理事が利害を有する関連団体との
不透明な利益相反取引（一般法人法84条・
111条・197条）、④承認を得ない理事等の
競業取引（一般法人法84条・92条・111条・
197条）、⑤承認を得ない法人による理事等
の債務保証（一般法人法84条・94条・111条・
197条）、⑥承認を得ない法人と役員との取
引（一般法人法84条・92条・111条・197条）、
⑦業務委託費の水増しされた支払い（刑法
253条・247条）、⑧第三者に法人に対し水
増し請求させて、差額の着服（刑法253条・
247条）、⑨内規の違反、⑩他の法人との談
合（刑法96条の 3）、⑪他者からの預かり
金を法人事業に流用（刑法253条）、⑫補助
金・助成金の不正請求（刑法246条）、⑬補
助金の不正流用（補助金適正化法30条）、
⑭取引先への架空発注（刑法247条）、など
である。
　　第 2 に、運営判断の裁量と逸脱である。
当該裁量と逸脱は、ア）役員が法人運営の
裁量権の逸脱・濫用、イ）裁量の範囲内で
あれば、法人に損害が生じても免責の可能
性、ウ）会社法の経営判断の原則に相当、エ）
運営判断の合理性、情報収集・調査・検討
の内容、運営判断の結果、などが対象とな
る。問題となる行為は、具体的につぎの内
容が考えられる。①無謀な新規事業の進出、
②取引先の選定・取引先の支払いの妥当性、
③監督官庁の勧告に違反する行為、④反社
会的勢力（暴力団等）への金銭支出・利益
供与、などである。
　　第 3に、役員の監視義務違反である。当
該違反は、ア）役員自身の行為に加え、他
の役員の不正行為の監視、イ）是正措置の
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有無、ウ）違法行為の予見可能性、などが
対象となる。問題となる行為は、具体的に
つぎの内容が考えられる。①理事の監視を
怠り、理事が独断で行った不当な行為の看
過、②特定の理事に業務執行を任せきりの
責任、③頼まれて名義だけの役員、などで
ある。
　　第 4に、内部統制システムの構築違反で
ある。当該違反は、ア）理事・従業員等
による違法行為を防止する体制整備、イ）
BSの負債の部が200億円以上の法人は義務
（株式会社のうち、大会社（会社法 2条 6号）
は、内部統制システムの構築が義務（会社
法362条 4 項 6 号・ 5項）、ウ）事前にシス
テム構築をしていないことをもって任務懈
怠、エ）定款自治の自己責任の徹底、オ）
コンプライアンス、リスク管理、運営の効
率性、情報管理、などが対象となる。法人
役員は、法令・定款等違反、法人運営判断
の裁量逸脱、役員の監視義務違反により、
法人または第三者に損害が生じた場合、損
害賠償責任を負う。役員が違反行為に直接
に関与していなくとも、理事・従業員等に
よる違法行為を防止する体制を構築してい
ないことをもって任務懈怠となる。問題と
なる行為は、具体的につぎの内容が考えら
れる。①理事が不祥事の発生に適切に対応
する体制を整備していない責任（一般法人
法 2条 2号 3号・90条 4 項 5 号 5 項・76条
3 項 2 号）、②適切なリスク管理をしてい
ない責任、③違法行為の発見に関する内部
通報・報告を整備していない責任、④特定
の理事に権限が集中し、当該理事の行動を
制御できない体制の責任、⑤不祥事の発生・
再発を防止できない体制の責任、などであ
る（鳥飼重和編著『公益認定に迷わないた
めのガイドライン』（商事法務、2010年）
200頁）。

（13）	理事の違法行為に対する差止請求は、
以下のように分類できる。
　　第 1に、社団法人では、社員による差止

請求、監事による差止請求がある。①社員
による差止請求として、監事設置社団法人
では、理事が法人の目的の範囲外の行為そ
の他法令若しくは定款に違反する行為を
し、またはこれらの行為をするおそれがあ
る場合において、「回復することができな
い損害」が法人に生じるおそれがある場合、
社員は理事の行為を差止めることができる
（一般法人法88条 2 項）。他方、監事非設置
社団法人では、社団法人の理事の行為によ
り、「著しい損害」が生じるおそれがある
場合、社員は理事の行為を差し止めること
ができる（一般法人法88条 1 項）。②監事
による差止請求として、監事設置社団法人
では、理事の前記アの行為により、「著し
い損害」が生じるおそれがあるときは、監
事は理事の行為を差止めることができる
（一般法人法103条 1 項）。監事は、理事の
当該行為を差止めることをせず、法人に損
害を生じさせた場合、監事の任務懈怠責任
が問題となる。
　　第 2に、財団法人の評議員は、監事非設
置財団法人では、財団法人の理事の行為に
より、「回復することができない損害」が
生じるおそれがあるときは、理事の行為を
差し止めることができる（一般法人法197
条・88条 1 項）。

（14）	理事、監事、会計監査人、評議員（財
団法人）は、任務懈怠による損害につき、
法人に損害賠償責任を負う（一般法人法
111条・198条）。役員が無報酬であっても
責任を負う。公益認定を受けた場合でも、
役員等は対法人責任を負う。しかし、社員
（社団法人）は、対法人責任を負わない。
法人による責任追及としては、法人自身が
原告となり、役員に責任追及の訴えを提起
する方法がある。法人による責任追及訴訟
では、監事が法人を代表する（104条 1 項・
198条）。対法人責任は、役員の債務不履行
責任と考えられ、10年の消滅時効である。
しかし、役員の退任後であっても、在任中
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の行為につき責任追及の可能性がある。
（15）	理事、監事、会計監査人、評議員（財
団法人）は、その職務を行うにつき悪意ま
たは重大な過失があったときは、これによ
って第三者に生じた損害を賠償しなければ
ならない（一般法人法117条 1 項・198条）。
公益認定を受けた場合でも、役員等は対第
三者責任を負う。しかし、社員（社団法人）
は、第三者責任を負わない。第三者による
責任追及訴訟は、役員等の悪意・重大な過
失が要件である。例えば、役員がずさんな
法人運営により債権者に支払いができなく
なった、返済の見込みのない借入れを故意
におこなったなどの立証が求められる。し
かし、理事による計算書類等の虚偽記載、
監事による監査報告の虚偽記載、会計監査
人による会計監査報告の虚偽記載等では、
役員等に悪意・重過失がなくても、過失が
認められれば、被害を受けた第三者に責任
を負う（一般法人法117条 2 項・198条）。
役員の第三者責任はより重くなる。

（16）	一般社団法人では、つぎの内容が開示
情報の対象となる。①計算書類・事業報告・
附属明細書・監査報告・会計監査報告、②
会計帳簿（過去10年分、議決権10％以上を
有する社員が閲覧可）、③定款（社員・債
権者が閲覧可）、④社員総会議事録（過去
10年分、社員・債権者が閲覧可）、⑤理事
会議事録（過去10年分、社員・債権者が閲
覧可）：役員の責任追及、⑥公益目的支出
計画実施報告書（過去 5年分）、である。
公益社団法人では、つぎの内容が開示情報
の対象となる。①前記の一般社団法人の開
示情報①～⑤と同じ内容、②事業計画書・
収支予算書・資金調達および設備投資に係

る見込みを記載した書類（過去 1年分）、
③財産目録・キャッシュフロー計算書・役
員等名簿、④理事・監事の報酬等の支給基
準（過去 5年分）、⑤運営組織および事業
活動の状況概要（過去 3年分）、⑥一定の
規定類、である。
　　他方、一般財団法人では、つぎの内容が
開示情報の対象となる。①計算書類・事業
報告・附属明細書・監査報告・会計監査報
告、②会計帳簿（過去10年分、評議員が閲
覧可）、③定款（評議員・債権者が閲覧可）、
④評議員会議事録（過去10年分、評議員・
債権者が閲覧可）、⑤理事会議事録（過去
10年分、評議員・債権者が閲覧可）、⑥公
益目的支出計画実施報告書（過去 5年分）、
である。公益財団法人では、つぎの内容が
開示情報の対象となる。①前記の一般財団
法人の開示情報①～⑤と同じ内容、②事業
計画書・収支予算書・資金調達および設備
投資に係る見込みを記載した書類（過去 1
年分）、③財産目録・キャッシュフロー計
算書・役員等名簿、④理事・監事・評議員
の報酬等の支給基準（過去 5年分）、⑤運
営組織および事業活動の状況概要（過去 3
年分）、⑥一定の規定類、である。

（17）	鳥飼重和編著『新公益法人制度にお
ける公益認定と役員の責任』（商事法務、
2009年）169頁。

（18）	確定給付企業年金は、約647万人が加入
する（平成22年 3 月末）。他方、確定拠出
年金のうち、①企業型年金は約340万人が
加入し、②個人型年金は約460万人が加入
する（平成22年 3 月末）。

（いまがわ　よしふみ）


